
【第五次計画策定のポイント】

〇　第四次に引き続き、計画の基本的な方針の部分については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３に規定する「大綱」として位置づける。

〇　（新規）こども基本法第11条を踏まえ、こども・若者の意見を聴き、施策に反映させる。

〇　（新規）子供読書活動推進計画、生涯学習推進計画、学校教育情報化推進計画は、第五次計画に統合する。　

第五次愛知県教育振興基本計画（仮称）策定までの流れ
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総合教育会議 教育振興基本計画検討会議
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第１回 検討会議 5月20日（火）
（策定方針、日程、基本理念、基本的な方針 等）

第２回 検討会議 8月19日（火）
（素案・ＷＧ案等の検討 子供の意見共有①）

７月
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第３回 検討会議 11月中旬
（最終とりまとめ案の検討 子供の意見共有②）

11月

１月

12月

子供読書活動推進計画 生涯学習推進計画 学校教育情報化推進計画

6月2日（月）～30日（月）

Webアンケート 10,000人

8月9日（土）

ファシリテーターに

よるグループワーク

16名

（小学生～大学生）

８月

分析と施策反映案

第五次愛知県教育振興基本計画 策定

子供読書活動推進計画、生涯学習推進計画、学校教育情報化推進計画は、第五次計画に統合
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第２回 総合教育会議
最終取りまとめ案を委員に確認

第１回 総合教育会議

（６月１３日（金））
振興基本計画の基本的な方針の部分を大

綱とすることの了解を得る。

愛知県

生涯学習審議会

愛知県

子供読書活動

推進協議会

ＩＣＴ教育推進課を中心に

作成

４月

ＷＧの開催 6月～8月

特に対応が必要な課題について検討を行う

県政調査会

への説明

子供の意見集約

関係機関への依頼

該当校への依頼

パブリック

コメント実施

教育委員会会議

12月19日（金）
（最終稿の確認）
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